
 

二
〇
二
三
年
七
月
二
二
日
に
行
な
わ
れ
た
静

岡
県
地
域
史
研
究
会
の
例
会
に
お
い
て
、筆
者
は

「
松
平
信
康
事
件
再
論
」と
題
し
て
報
告
を
行
な

っ
た
。そ
の
討
論
の
冒
頭
で
筆
者
が
提
起
し
た
の

は
、
『
家
忠
日
記
』
の
天
正
六
年
正
月
条
に
み
ら

れ
る
「
御
家
門
様
」
と
は
誰
か
と
い
う
問
題
で
あ

っ
た
。 

 

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
も
と
よ
り
、ご
く
最
近

の
著
作
に
お
い
て
も
、織
田
信
長
で
あ
る
こ
と
が

い
わ
ば
自
明
の
こ
と
と
し
て
論
述
が
行
な
わ
れ

て
き
た
。
た
と
え
ば
、
早
く
に
こ
の
問
題
を
取
り

あ
げ
た
平
野
明
夫
『
徳
川
権
力
の
形
成
と
発
展
』

（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
第
二
章
第
一
節
四

や
、
拙
稿
「
松
平
信
康
事
件
に
つ
い
て
」
（
『
静

岡
県
地
域
史
研
究
』
七
号
、
二
〇
一
七
年
）
が
そ

う
で
あ
っ
た
。
ご
く
最
近
で
は
、
黒
田
基
樹
『
家

康
の
正
妻
築
山
殿
』
（
平
凡
社
、
二
〇
二
二
年
）

第
五
章
や,

平
山
優『
徳
川
家
康
と
武
田
勝
頼
』(

幻

冬
舎
、
二
〇
二
三
年)

第
五
章
も
そ
う
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
高
橋
陽

介
「
『
家
忠
日
記
』
に
お
け
る
「
御
家
門
様
」
の

人
物
比
定
に
つ
い
て
」
（
『
城
』
二
二
八
号
、
二

〇
一
九
年
）
に
お
い
て
、
「
御
家
門
様
」
と
は
近

衛
前
久
で
あ
る
と
す
る
新
た
な
指
摘
が
行
な
わ

れ
た
。
こ
の
よ
う
な
新
説
が
出
た
場
合
は
、
そ
れ

で
も
な
お
信
長
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、こ
の
高

橋
説
へ
の
批
判
が
必
要
に
な
る
が
、
黒
田
・
平
山

両
氏
の
著
書
で
は
そ
れ
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

両
氏
は
天
正
五
・
六
年
に
信
長
が
岡
崎
城
に
来
た

と
し
て
そ
の
叙
述
の
中
で
重
要
な
意
味
を
も
た

せ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、高
橋
説
批
判
抜
き
の

そ
の
よ
う
な
叙
述
は
研
究
史
的
に
み
る
と
問
題

が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

筆
者
は
例
会
報
告
の
段
階
で
は
こ
の「
御
家
門

様
」
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
高
橋
説
に
問

題
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、結
論
は
保
留
と
し
た

の
で
あ
っ
た
（
『
静
岡
県
地
域
史
研
究
会
報
』
二

五
〇
号
、
二
〇
二
三
年
。
例
会
報
告
要
旨
参
照
）
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
柴
裕
之
氏
の
ご
教
示
に
よ

り
、
津
田
宗
及
の
日
記
の
中
に
、
信
長
の
こ
と
を

「
御
家
門
様
」と
呼
ん
で
い
る
事
例
が
あ
る
こ
と

を
知
っ
た
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
の
結
論
を
出
す
こ
と
に
し
た
。 

 

ま
ず
、
『
家
忠
日
記
』
（
『
増
補
史
料
大
成
』

一
九
、
臨
川
書
店
、
一
五
七
九
年
）
に
よ
り
、
関

係
史
料
を
掲
げ
よ
う
。
天
正
六
年
正
月
の
条
で
、

「
十
六
日
、
御
家
門
様
御
成
候
と
て
、
家
康
［ 

］

御
越
候
」
「
廿
一
日
、
御
家
門
様
岡
崎
江
［
御
越

候
ヵ
］
」
「
［
廿
二
日
］
御
家
門
様
［ 

］
」
と

あ
る
。
な
お
、
五
月
七
日
条
に
つ
い
て
は
省
略
す

る
。 

 
高
橋
氏
は
天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
以
降
、
羽

柴
秀
吉
は
主
人
で
あ
る
信
長
に
つ
い
て
、
「
信

長
」
「
信
長
様
」
「
上
様
」
と
呼
ん
で
い
る
。
『
家

忠
日
記
』
で
も
天
正
六
年
十
一
月
以
降
、
同
様
の

呼
び
方
を
し
て
い
る
。
他
方
で
、
こ
の
時
期
「
御

家
門
様
」
と
呼
ば
れ
た
人
物
と
し
て
は
、
天
正
四

年
の
『
相
良
家
文
書
』
『
島
津
家
文
書
』
に
頻
出

す
る
が
、
い
ず
れ
も
近
衛
前
久
で
あ
っ
た
。
信
長

を
「
御
家
門
様
」
と
呼
ぶ
例
は
、
天
正
四
年
以
降

に
限
ら
ず
、
一
例
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
こ
う
し
て
『
家
忠
日
記
』
で
の
「
御
家
門
様
」

は
、
近
衛
前
久
で
あ
る
と
結
論
し
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、『
信
長
公
記
』（
角
川
書
店
、

一
九
七
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、
天
正
六
年
正
月
十
日

に
信
長
が
鶴
を
朝
廷
に
献
上
し
喜
ば
れ
た
と
あ

り
、
近
衛
殿
（
前
久
）
に
も
鶴
を
贈
っ
た
と
し
て

い
る
。翌
十
一
日
に
前
久
は
御
礼
の
た
め
安
土
に

や
っ
て
来
て
、十
二
日
の
払
暁
に
帰
洛
し
た
と
い

っ
て
い
る
。
『
近
衛
家
譜
』
に
よ
れ
ば
、
廿
日
に

は
准
三
后
宣
下
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
と
す
れ

ば
、
こ
の
時
期
前
久
は
基
本
的
に
京
都
に
い
て
、

岡
崎
に
下
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
『
織
豊
期
主
要
人
物
居
所
集

成
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
三
六
九
頁
）
。 

 

他
方
で
、
『
信
長
公
記
』
に
よ
っ
て
信
長
の
動

静
を
み
る
と
、正
月
十
三
日
尾
州
清
洲
で
鷹
狩
り

の
た
め
、
こ
の
日
は
柏
原
、
十
四
日
岐
阜
、
翌
日

逗
留
、十
六
日
清
洲
下
着
、十
八
日
三
州
吉
良
へ
、

鷹
狩
り
で
獲
物
多
し
、
廿
二
日
尾
州
、
廿
三
日
岐

阜
、
次
日
滞
留
、
廿
五
日
安
土
帰
城
と
あ
る
。
こ

の
日
程
か
ら
す
れ
ば
、廿
一
日
に
信
長
が
岡
崎
城

に
立
ち
寄
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら

ば
、
太
田
牛
一
は
な
ぜ
「
廿
一
日
岡
崎
」
と
書
か

な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
が
、『
家
忠

日
記
』
で
廿
一
日
に
岡
崎
に
や
っ
て
来
た
「
御
家

門
様
」は
、信
長
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
な
る
。 

 

問
題
は
こ
の
時
期
、
信
長
が
「
御
家
門
様
」
と

呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う

『
家
忠
日
記
』
の
「
御
家
門
様
」
と
は
誰
か 
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こ
と
に
な
る
。『
宗
及
茶
湯
日
記
他
会
記
』（『
茶

道
古
典
全
集
』
第
七
巻
、
淡
光
新
社
、
一
九
五
九

年
）
に
よ
れ
ば
、
天
正
六
年
正
月
十
二
日
条
で
、

安
土
へ
御
礼
に
行
っ
た
宗
及
は
御
殿
を
残
ら
ず

見
た
だ
け
で
は
な
く
、
「
御
家
門
様
、
直
ニ
御
諚

被
成
、
て
ん
し
ゆ
（
天
守
）
を
は
し
め
方
々
拝
見

申
候
」と
い
っ
て
い
る
。ま
た
正
月
晦
日
条
で
は
、

「
従 

御
家
門
様
御
拝
領
之
御
絵
也
」
と
も
あ

る
。
ま
さ
に
天
正
六
年
正
月
時
点
で
、
宗
及
は
信

長
の
こ
と
を「
御
家
門
様
」と
い
っ
て
い
る
の
で
、

信
長
が
こ
の
時
期
「
御
家
門
様
」
と
呼
ば
れ
る
こ

と
は
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。そ
う
な
る
と

『
家
忠
日
記
』で
正
月
廿
一
日
に
岡
崎
へ
や
っ
て

来
た
と
い
う
「
御
家
門
様
」
は
前
久
で
は
な
く
、

信
長
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
と
な
り
高
橋
説
は

成
り
立
た
な
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

 

例
会
告
要
旨 

二
月
例
会
三
島
市
楽
寿
園
内
郷
土
資
料
館 

二
月
十
七
日(

土)(

十
名
参
加) 

 

※
書
評
者
の
報
告
要
旨
と
合
わ
せ
て
厚
地
氏
の

コ
メ
ン
ト
を
掲
載
し
ま
す
。 

【
要
旨
】
『
近
世
後
期
宿
駅
運
営
と
幕
府
代
官
―

東
海
道
三
島
宿
改
革
仕
法
を
中
心
に
―
』
（
岩
田

書
院
、
二
〇
二
三
年
一
〇
月
） 
 
 

厚
地
淳
司 

第
一
編
で
は
、
三
島
宿
改
革
仕
法
の
全
体
像
に

つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
幕
府
の
交
通
政
策
の

基
調
や
三
島
宿
の
財
政
難
と
い
っ
た
改
革
仕
法
の

背
景
・前
提
、
そ
し
て
立
案
か
ら
準
備
を
経
て
、
幕

府
道
中
奉
行
所
＝
勘
定
所
に
よ
る
宿
方
人
馬
役

負
担
の
削
減
提
示
に
至
る
過
程
を
確
認
し
た
。 

第
一
章
で
は
、
三
島
宿
改
革
仕
法
の
概
要
に
関

し
て
、
ま
ず
第
一
に
、
『三
島
市
誌
』・『静
岡
県
史
』

に
お
け
る
基
本
的
な
事
実
関
係
の
認
識
に
対
す
る

修
正
点
を
指
摘
し
た
。
具
体
的
に
は
天
保
一
一
年

提
出
と
さ
れ
た
「助
郷
歎
願
書
」が
、
文
政
一
一
年

で
あ
る
こ
と
等
を
あ
げ
た
。
第
二
に
、
改
革
仕
法

全
容
を
示
す
史
料
と
し
て
弘
化
四
年
「請
書
」を

提
示
し
た
。
第
三
に
、
三
島
宿
改
革
仕
法
が
、
①

宿
方
人
馬
役
削
減
、
②
宿
方
運
営
改
革
の
二
本
柱

か
ら
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

第
二
章
で
は
、
三
島
宿
改
革
仕
法
が
文
政
宿
駅

改
革
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
幕
府
交
通
政
策
＝
宿

駅
維
持
策
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。 

第
三
章
で
は
、
文
政
一
一
年
（一
八
二
八
）に
発

生
し
た
三
島
宿
の
助
郷
方
と
宿
方
と
の
出
入
を
取

り
上
げ
、
吟
味
内
容
か
ら
、
後
の
天
保
八
年
の
改

革
仕
法
に
お
け
る
宿
方
人
足
役
削
減
の
方
向
性

が
、
文
政
一
一
年
段
階
に
は
幕
府
内
部
で
模
索
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

第
四
章
で
は
、
天
保
期
に
お
け
る
三
島
宿
の
財

政
問
題
の
本
質
が
、
拝
借
金
五
八
八
六
両
余
等
の

巨
額
の
負
債
の
う
ち
、
改
革
仕
法
実
施
の
契
機
と

な
っ
た
の
は
、
天
保
六
年
に
韮
山
代
官
江
川
英
龍

が
勘
定
所
へ返
済
繰
り
延
べ
を
歎
願
し
た
拝
借
金

三
〇
〇
〇
両
余
の
返
済
問
題
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。 

第
五
章
で
は
、
評
定
所
留
役
金
井
伊
大
夫
ら
の

東
海
道
・中
山
道
調
査
を
は
じ
め
と
す
る
天
保
六

年
の
幕
府
・韮
山
代
官
等
の
動
き
を
出
発
点
と
し

て
、
翌
七
年
に
か
け
て
、
三
島
宿
改
革
仕
法
の
立

案
、
実
施
の
た
め
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
く
過

程
を
概
観
し
た
。 

第
六
章
で
は
、
天
保
八
年
四
月
二
一
日
に
幕
府

道
中
奉
行
所
＝
勘
定
所
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
宿

方
人
馬
役
負
担
軽
減
に
関
す
る
内
容
の
基
本
的
な

内
容
を
、
こ
の
時
に
関
係
宿
村
よ
り
提
出
さ
れ
た

「請
書
」よ
り
確
認
し
た
。 

第
二
編
で
は
、
宿
方
人
馬
役
軽
減
と
と
も
に
、

改
革
仕
法
の
二
本
柱
を
構
成
す
る
、
宿
方
運
営
改

革
の
立
案
・実
施
に
つ
い
て
、
特
に
渡
邊
金
璙
の
三

島
宿
取
締
役
と
し
て
の
活
動
を
中
心
に
取
り
上
げ

た
。 第

一
章
で
は
、
天
保
八
年
四
月
に
渡
邊
金
璙
が

三
島
宿
取
締
役
に
就
任
す
る
ま
で
の
過
程
を
論
じ

た
。 第

二
章
で
は
、
三
島
宿
の
人
馬
継
立
帳
簿
、
お

よ
び
財
政
関
係
（特
に
割
増
賃
銭
）帳
簿
の
作
成
上

の
問
題
点
を
取
り
上
げ
た
。 

第
三
章
で
は
、
宿
方
運
営
改
革
の
骨
格
と
な
っ

た
人
馬
継
立
に
関
す
る
二
四
種
類
の
帳
簿
の
再
整

備
と
「主
法
書
上
帳
」に
関
し
て
取
り
上
げ
た
。 

第
四
章
で
は
、
宿
方
運
営
改
革
の
実
施
過
程
に

お
け
る
、
取
締
役
と
し
て
の
渡
邊
金
璙
の
活
動
を

確
認
し
、
宿
方
運
営
改
革
は
、
少
な
く
と
も
開
始

か
ら
数
か
月
間
は
順
調
な
進
捗
状
況
で
あ
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
天
保
九
年
七
月
、

支
配
替
え
に
よ
り
、
江
川
英
龍
は
蒲
原
宿
支
配
を

離
れ
る
と
、
渡
邊
金
璙
は
、
同
月
に
蒲
原
宿
問

屋
、
同
年
一
一
月
に
三
島
宿
取
締
役
を
退
任
し
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た 

第
三
編
で
は
、
三
島
宿
改
革
仕
法
が
周
辺
地
域

へ及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
振
り
返
る
。
こ
の
こ
と

を
通
じ
て
、
文
政
宿
駅
改
革
以
来
の
幕
府
交
通
政

策
が
、
宿
駅
周
辺
地
域
への
転
嫁
を
通
じ
て
宿
駅

負
担
を
軽
減
す
る
方
向
性
で
あ
っ
た
こ
と
を
再
確

認
し
、
文
政
宿
駅
改
革
以
来
の
幕
府
交
通
政
策
の

展
開
に
お
け
る
「負
の
側
面
」を
明
ら
か
に
す
る

も
の
で
も
あ
る
。 

第
一
章
で
は
、
改
革
仕
法
が
周
辺
地
域
に
及
ぼ

し
た
影
響
と
し
て
、
天
保
八
年
四
月
に
提
示
さ
れ

た
三
島
宿
方
人
馬
役
負
担
の
軽
減
策
の
う
ち
、
川

原
ヶ
谷
村
・
五
ヶ
新
田
と
い
っ
た
東
海
道
箱
根
西

坂
沿
道
諸
村
の
三
島
宿
加
宿
化
と
そ
の
影
響
に

つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。 

第
二
章
で
は
、
天
保
八
年
の
改
革
仕
法
の
内
容

的
な
限
界
や
制
度
的
な
矛
盾
の
現
わ
れ
と
し
て
の

天
保
八
年
九
月
に
発
生
し
た
三
島
宿
宿
方
と
定

助
郷
村
々
と
の
出
入
を
取
り
上
げ
た
。 

第
三
章
で
は
、
天
保
九
年
二
月
に
お
け
る
幕
府

に
よ
る
伊
豆
南
部
への
加
助
郷
設
定
と
こ
れ
に
対

す
る
加
助
郷
対
象
の
村
々
の
抵
抗
に
つ
い
て
取
り

上
げ
た
。
加
助
郷
設
定
か
ら
、
加
助
郷
設
定
は
、

前
章
の
三
島
宿
定
助
郷
と
宿
方
と
の
出
入
の
熟
談

・内
済
と
同
時
進
行
し
て
い
た
こ
と
、
改
革
仕
法
の

矛
盾
、
改
革
仕
法
に
対
す
る
助
郷
の
抵
抗
、
抵
抗

に
対
す
る
幕
府
の
弥
縫
策
と
を
繰
り
返
す
混
乱

の
連
鎖
を
確
認
し
た
。 

【
書
評
者
の
報
告
要
旨
】 

第
一
編 

天
保
八
年
東
海
道
三
島
宿
改
革
仕
法

の
概
要
と
前
提 

 
 
 
 
 
 
 

平
林
研
治 

本
書
第
一
編
で
は
、天
保
八
年
に
施
行
さ
れ
た

三
島
宿
改
革
仕
法
の
概
要
と
改
革
に
至
る
経
緯
、

さ
ら
に
韮
山
代
官
や
そ
の
手
代
ら
の
動
向
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。 

三
島
宿
で
は
東
海
道
の
通
常
の
宿
駅
が
百
人

百
疋
の
伝
馬
役
を
課
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
二
百

人
百
疋
と
い
う
過
大
な
負
担
を
課
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
過
勤
人
足
百
人
分
の
取
扱
い
が
改
革
の
焦

点
と
な
っ
て
い
る
。 

ま
ず
、
基
本
的
事
項
の
確
認
と
し
て
、
改
革
仕



法
の
施
行
が
天
保
八
年
で
あ
る
こ
と
、
改
革
の
主

た
る
内
容
で
あ
る
伝
馬
役
の
負
担
軽
減
が
人
足

役
百
人
分
で
あ
る
こ
と
、
改
革
の
大
き
な
狙
い
が

拝
借
金
累
積
に
よ
り
悪
化
し
た
宿
財
政
の
再
建

に
あ
る
こ
と
等
を
明
確
化
し
て
い
る
。
そ
の
上

で
、
幕
府
が
過
勤
人
足
百
人
分
を
宿
か
ら
助
郷
へ

転
嫁
す
る
ま
で
の
経
過
を
追
い
、
幕
府
の
文
政
宿

駅
改
革
と
連
動
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。 

 

と
く
に
、
『
三
島
市
誌
』
で
は
天
保
十
一
年
と

さ
れ
て
い
る
宿
・
助
郷
出
入
り
に
つ
い
て
、
こ
れ

が
文
政
十
一
年
に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
土
屋
寿
山
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
を
改
め
て
確
認
し
、
さ
ら
に
幕
府
が
は
じ
め

て
過
勤
人
足
を
助
郷
へ
転
嫁
し
よ
う
と
い
う
姿

勢
を
見
せ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
三
島
宿
の
改

革
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
行
っ
て
い
る
点
は
本

書
の
重
要
な
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
韮
山
代
官
手
代
、
中
村
清
八
の
動
向
や

代
官
江
川
英
龍
の
幕
府
勘
定
所
へ
の
拝
借
金
年

延
歎
願
等
の
分
析
に
よ
り
、
代
官
が
三
島
宿
の
財

政
悪
化
に
危
機
感
を
持
ち
、
改
革
に
大
き
く
関
与

し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

 

発
表
者
か
ら
は
、
拝
借
金
の
内
容
に
災
害
関
連

の
も
の
が
多
い
た
め
、
宿
財
政
悪
化
の
要
因
と
し

て
伝
馬
役
負
担
だ
け
で
な
く
災
害
に
つ
い
て
も

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

点
、
代
官
の
宿
駅
改
革
へ
の
関
与
に
つ
い
て
江
川

代
官
が
土
豪
代
官
で
あ
る
こ
と
や
英
龍
個
人
の

改
革
派
と
し
て
の
力
量
を
ど
う
評
価
す
れ
ば
よ

い
の
か
、
と
い
っ
た
点
を
質
問
し
た
。
こ
の
中
で
、

後
者
に
つ
い
て
は
土
豪
代
官
と
し
て
地
域
の
事

情
に
精
通
し
、
郷
農
商
層
と
の
結
び
つ
き
の
あ
る

点
や
英
龍
個
人
の
力
量
は
重
要
だ
が
、
一
方
で
中

泉
代
官
も
類
似
す
る
改
革
を
進
め
て
お
り
、
他
の

代
官
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で

は
な
い
か
、
こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
調
査
す
る
こ

と
は
今
後
の
課
題
と
な
る
と
の
回
答
を
い
た
だ

い
た
。 

最
後
に
、
発
表
者
は
三
島
市
職
員
で
あ
る
た

め
、
厚
地
氏
に
は
三
島
市
郷
土
資
料
館
所
蔵
資
料

を
利
用
し
て
三
島
宿
に
つ
い
て
の
研
究
を
進
め

て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
つ
い
て
感
謝
を
お
伝
え

し
た
い
。 

第
二
編 

三
島
宿
取
締
役
渡
邊
金
璙
の
宿
方
運

営
改
革
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
宅
真
人 

第
二
編
で
は
、
蒲
原
宿
問
屋
・
渡
邊
金
璙
の
三

島
宿
取
締
役
と
し
て
の
活
動
か
ら
、
金
璙
を
任
命

し
た
韮
山
代
官
・
江
川
英
龍
の
宿
財
政
再
建
に
対

す
る
主
体
的
関
与
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
本

編
を
通
し
て
宿
財
政
再
建
策
の
不
可
欠
な
前
提

と
し
て
、
韮
山
代
官
―
手
代
―
豪
農
商
層
の
連
携

が
あ
っ
た
こ
と
や
、
幕
府
方
針
（
宿
方
人
足
役
削

減
）
の
実
効
性
を
担
保
す
る
要
素
と
し
て
宿
方
運

営
改
革
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
示
さ
れ

た
。
幕
府
の
交
通
政
策
を
考
え
る
う
え
で
、
現
地

で
の
実
務
執
行
者
レ
ベ
ル
に
踏
み
込
ん
だ
具
体

的
検
討
が
行
わ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
と

い
え
る
。
ま
た
、
宿
取
締
役
と
い
う
幕
領
の
宿
場

に
お
け
る
中
間
支
配
機
構
を
考
え
る
う
え
で
も

当
該
研
究
は
重
要
で
あ
る
。
加
え
て
、
蒲
原
宿
問

屋
・
渡
邊
金
璙
や
そ
の
事
績
を
著
し
た
貴
重
な
資

料
の
存
在
が
広
く
紹
介
さ
れ
た
こ
と
も
意
義
深

い
。 以

下
、
雑
感
・
疑
問
点
等
を
述
べ
る
。
ま
ず
、

韮
山
代
官
江
川
氏
と
渡
邊
金
璙
の
結
び
つ
き
に

つ
い
て
で
あ
る
。
厚
地
氏
は
、
江
川
英
龍
が
金
璙

の
三
島
宿
取
締
役
就
任
を
促
す
に
あ
た
っ
て
、
自

宿
に
留
ま
ら
な
い
「
広
域
的
な
利
害
の
論
理
」
を

持
ち
出
し
て
い
る
と
し
た
。
こ
れ
は
、
江
川
氏
が

地
域
の
有
力
層
を
権
力
に
取
り
込
む
論
理
と
し

て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
金
璙
の

父
・
周
玞
が
蒲
原
宿
問
屋
に
取
り
立
て
ら
れ
た
際

に
も
、
地
域
社
会
に
対
す
る
「
公
共
性
」
が
強
制

さ
れ
た
こ
と
を
厚
地
氏
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
厚
地
二
〇
一
八
）
渡
邊
家
や
金
璙
が
こ
う
し
た

公
共
性
を
受
容
す
る
素
地
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
山
﨑
善
弘
は
、
巨
大
豪
農
層
が
地
域
的

公
共
性
の
担
い
手
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
経
営

の
発
展
や
中
下
層
農
民
と
の
軋
轢
回
避
と
い
っ

た
私
的
利
益
の
追
求
が
根
本
に
あ
る
と
し
て
い

る
。
（
山
﨑
二
〇
〇
七
）
金
璙
の
場
合
、
取
締
役

受
諾
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

手
掛
か
り
と
な
る
事
例
と
し
て
、
取
締
役
就
任
と

時
期
を
同
じ
く
し
て
金
璙
が
蒲
原
宿
の
助
郷
代

伝
馬
の
設
定
を
代
官
経
由
で
勘
定
奉
行
に
願
い

出
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
（
「
生
涯
略
記 

巻
七
」
）
三
島
宿
取
締
役
へ
の
就
任
に
よ
り
、
自

宿
の
負
担
軽
減
に
か
か
る
作
業
が
ス
ム
ー
ズ
と

な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、

公
共
性
の
受
容
を
考
え
る
う
え
で
は
金
璙
の
思

想
や
学
問
、
交
流
な
ど
に
注
目
す
る
こ
と
も
必
要

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

続
い
て
、
改
革
仕
法
に
対
す
る
三
島
宿
の
反
応

に
つ
い
て
考
え
た
い
。
厚
地
氏
が
分
析
に
用
い
た

「
神
原
経
歴
誌
」
「
生
涯
略
記
」
は
い
ず
れ
も
金

璙
自
身
が
後
に
な
っ
て
編
纂
し
た
資
料
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
金
璙
に
よ
り
立
案
さ
れ
た
仕
法
が
実

際
に
三
島
宿
の
人
々
に
ど
う
受
け
と
ら
れ
た
か

掴
み
に
く
い
。
四
章
で
引
用
さ
れ
た
天
保
八
年
十

一
月
の
金
璙
に
よ
る
「
口
上
書
」
か
ら
は
三
島
宿

で
の
取
調
に
立
ち
会
う
者
が
い
な
い
こ
と
や
、
金

璙
が
提
案
す
る
「
散
し
賄
」
へ
の
反
対
意
見
が
宿

内
に
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
改
革
仕
法
は
必
ず
し

も
順
調
に
進
ん
だ
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い

か
。
ま
た
、
運
営
改
革
に
お
け
る
宿
役
人
の
人
事

刷
新
と
し
て
登
用
さ
れ
た
年
寄
格
・
唯
助
の
存
在

に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。
そ
の
存
在
基
盤
や
実
務

上
の
成
果
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
は
、
改
革

仕
法
の
実
態
を
探
る
う
え
で
有
効
だ
ろ
う
か
。
金

璙
の
取
締
役
退
役
の
前
後
で
、
唯
助
の
宿
内
で
の

立
場
が
ど
う
変
化
し
た
か
も
興
味
深
い
と
感
じ

た
。 今

回
書
評
を
行
っ
た
こ
と
で
、
幕
領
代
官
支
配

や
近
世
交
通
政
策
、
幅
広
い
知
見
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
。
機
会
を
い
た
だ
け
た
こ
と
に
感
謝
し
た

い
。 

三
編 

天
保
八
年
三
島
宿
改
革
仕
法
の
影
響 

掛
川
市 

学
芸
員 

南 

隆
哲 

本
節
で
は
、
三
編
の
構
成
と
簡
単
に
内
容
を
紹

介
し
、
本
書
に
お
け
る
意
義
を
示
し
た
い
。
そ
し

て
、
最
後
に
評
者
の
視
点
か
ら
若
干
の
考
察
を
行

い
、
拙
い
な
が
ら
も
本
書
を
よ
り
深
め
る
こ
と
を

試
み
た
い
。 

 

本
編
の
構
成
は
、
以
下
の
通
り
と
な
っ
て
い

る
。 

三
篇 

天
保
八
年
三
島
宿
改
革
仕
法
の
影
響 

第
１
章 

東
海
道
箱
根
西
坂
村
々
の
三
島
宿
加
宿

化 第
２
章 

天
保
８
～
９
年
の
三
島
宿
助
郷
出
入  

第
３
章 

天
保
９
年
の
伊
豆
南
部
へ
の
加
助
郷
設

定
と
そ
の
背
景  



終 

章 

三
島
宿
改
革
仕
法
と
幕
府
代
官
の
宿
駅

支
配 

 

第
三
編
に
お
い
て
、
著
者
は
文
政
の
宿
駅
改
革

の
展
開
に
お
け
る
「
負
の
側
面
」
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
も
の
、
と
述
べ
て
い
る
。 

以
下
、
簡
単
に
内
容
を
み
て
い
く
。
第
一
章
で

は
、
天
保
八
年
の
三
島
宿
改
革
仕
法
と
し
て
関
連

す
る
定
助
郷
・
増
助
郷
・
加
助
郷
の
新
た
な
諸
負

担
の
な
か
で
も
従
来
無
役
の
五
ヶ
新
田
の
加
宿

化
に
つ
い
て
、
箱
根
八
里
の
公
用
通
行
支
え
る
制

度
と
は
か
け
離
れ
た
実
態
で
あ
っ
た
こ
と
。
こ
れ

ら
の
村
々
を
三
島
宿
加
宿
と
す
る
こ
と
で
人
馬

役
負
担
に
上
限
を
設
定
し
、
人
馬
制
度
と
市
場
を

介
し
た
人
馬
確
保
の
乖
離
を
解
消
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
し
た
。 

第
二
章
で
は
、
天
保
八
年
九
月
に
発
生
し
た
三

島
宿
方
と
定
助
郷
村
々
と
の
出
入
を
取
り
上
げ
、

定
助
郷
村
々
に
よ
る
抵
抗
を
排
除
し
た
幕
府
側

の
「
片
押
」
に
み
ら
れ
る
強
硬
姿
勢
を
評
価
し
な

が
ら
も
、
伊
豆
南
部
に
お
け
る
広
範
な
訴
願
活
動

の
原
因
と
も
み
た
。 

 

第
三
章
で
は
、
前
章
の
定
助
郷
村
々
と
の
出
入

を
契
機
と
し
て
訴
願
活
動
が
伊
豆
全
体
に
広
域

化
し
た
背
景
を
考
察
し
、
三
島
宿
拝
借
金
返
済
に

一
定
の
効
果
が
あ
っ
た
と
し
な
が
ら
も
、
人
馬
継

立
に
よ
り
生
じ
た
矛
盾
を
定
助
郷
村
々
か
ら
伊

豆
南
部
村
々
へ
転
嫁
す
る
幕
府
の
綱
渡
り
的
な

弥
縫
策
と
し
た
。 

終
章
で
は
、
幕
府
の
宿
駅
維
持
政
策
に
お
け
る

幕
府
代
官
・
手
代
・
取
締
役
の
具
体
的
な
動
き
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
江
川
家
の
「
浮
貸
し
」
と

い
う
利
益
供
与
の
存
在
と
代
官 

—

手
代—

豪

農
商
層
＝
取
締
役
（
年
寄
格
）
と
い
う
英
龍
の
支

配
機
構
の
一
端
を
指
摘
し
た
。 

 

本
書
の
意
義
と
し
て
、
ま
ず
個
別
実
証
研
究
と

し
て
一
つ
の
宿
駅
改
革
を
担
い
手
レ
ベ
ル
に
ま

で
踏
み
込
ん
だ
研
究
成
果
と
い
え
る
。
近
年
の
宿

駅
研
究
の
少
な
さ
の
な
か
で
は
言
う
ま
で
も
な

い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
除
い
て
も
諸
改
革
の

研
究
の
な
か
で
支
配
側
の
詳
細
な
意
図
と
、
そ
れ

に
対
す
る
民
衆
側
の
反
発
や
捉
え
返
し
の
動
向
、

取
締
役
の
金
璙
と
い
っ
た
主
体
に
ま
で
踏
み
込

め
た
点
に
重
要
さ
が
際
立
つ
。
ま
た
、
「
東
海
道

宿
」
研
究
と
し
て
も
、
代
表
的
な
先
行
研
究
は
三

河
方
面
や
関
東
周
辺
の
宿
場
に
集
中
し
、
や
や
偏

っ
て
い
る
と
も
い
え
る
な
か
で
三
島
宿
を
起
点

と
し
て
周
辺
地
域
を
取
り
上
げ
た
研
究
書
は
駿

・
中
東
遠
地
域
史
研
究
の
な
か
で
指
標
的
な
役
割

を
も
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。 

 

最
後
に
、
評
者
の
拙
い
理
解
の
な
か
で
若
干
の

考
察
を
試
み
た
い
。
一
つ
は
幕
藩
体
制
の
動
揺
と

し
て
論
じ
ら
れ
た
助
郷
負
担
や
宿
財
政
難
と
い

う
交
通
制
度
の
問
題
を
評
定
所
留
役
金
井
伊
大

夫
が
「
片
押
」
と
示
さ
れ
る
ほ
ど
の
強
硬
姿
勢
＝

幕
府
の
力
量
と
し
て
の
評
価
は
、
一
方
で
そ
の
後

こ
れ
を
契
機
と
し
て
伊
豆
南
部
に
ま
で
広
範
囲

に
巻
き
込
ん
だ
訴
訟
と
し
て
幕
末
へ
向
か
う
状

況
の
評
価
と
合
わ
せ
て
ど
う
考
え
る
の
か
。
さ
ら

に
本
書
で
の
成
果
は
、
幕
末
か
ら
明
治
期
に
入
っ

た
助
郷
問
題
の
な
か
で
ど
う
関
連
し
て
い
る
の

か
。
例
え
ば
、
明
治
二
年
の
宿
・
助
郷
組
替
え
に

よ
る
上
総
国
長
柄
郡
一
五
〇
ヶ
村
の
附
属
助
郷

化
や
、
そ
の
な
か
で
生
ず
る
新
助
郷
諸
村
と
旧
助

郷
諸
村
に
駅
費
問
題
な
ど
、
本
書
で
み
ら
れ
た
東

海
道
宿
の
助
郷
負
担
が
伊
豆
全
体
に
ま
で
転
嫁

さ
れ
て
い
く
詳
細
な
宿
駅
政
策
の
動
向
は
、
幕
末

の
助
郷
負
担
に
よ
る
地
域
の
困
窮
や
頻
発
す
る

争
論
、
明
治
初
期
の
「
宿
・
助
郷
一
体
」
の
公
用

継
立
に
よ
る
広
域
化
す
る
交
通
負
担
の
転
嫁
と

い
っ
た
、
近
世
～
近
代
の
交
通
政
策
研
究
の
ど
こ

に
・
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
の
か
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。 

 

本
書
に
は
続
き
が
あ
る
、
そ
う
い
っ
た
展
望
を

抱
け
る
も
の
で
あ
る
と
評
者
は
愚
考
し
た
。 

[

例
会
案
内] 

☆ 

五
月
例
会 

一
、
日 

時 

五
月
二
十
五
日(

土) 

午
後
三
時
～ 

二
、
会 

場 

静
岡
市
歴
史
博
物
館
講
座
室(

入
場
無
料) 

三
、
報
告
者
及
び
報
告
名 

「
駿
河
の
戦
国
地
域
社
会
か
ら
み
た
今
川
氏
」 

廣
田
浩
治
氏
（
静
岡
市
歴
史
博
物

館
） 

[

事
務
局
よ
り] 

一
、 

五
月
例
会
報
告
に
つ
い
て 

 

ご
承
知
の
通
り
、
静
岡
市
歴
史

博
物
館
で
は
、
四
月
二
十
七
日
よ

り
、
六
月
九
日
ま
で
企
画
展
「
今

川
義
元
―
偉
大
な
る
駿
河
の
太
守

―
」
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
廣
田

報
告
は
そ
れ
に
伴
う
も
の
で
す
の

で
、
ぜ
ひ
企
画
展
と
合
わ
せ
て
ご

参
加
く
だ
さ
い
。 

 
な
お
、
六
月
・
七
月
・
一
〇
月

ま
で
報
告
者
は
決
ま
っ
て
お
り
ま

す
。
報
告
希
望
の
方
は
一
一
月
以

降
に
な
り
ま
す
の
で
ご
承
知
お
き

く
だ
さ
い
。 

二
、 

寄
贈
図
書
の
紹
介 

以
前
例
会
で
報
告
い
た
だ
い
た
、朝
比
奈
新
氏

は
、
現
在
立
教
大
学
講
師
を
さ
れ
て
い
ま
す
、
博

士
論
文
を
『
荘
園
制
的
領
域
支
配
と
中
世
村
落
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
四
年
二
月
）
と
し
て
ま

と
め
ら
れ
、当
会
に
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で

紹
介
申
し
上
げ
ま
す
。 

な
お
、静
岡
県
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
か

ら
も
『
富
士
山
と
日
本
人
』
（
館
長
遠
山
敦
子
氏

編
著
）
、
『
富
士
山
学
』
第
四
号
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。 

三
、
今
回
の
会
報
は
、
報
告
要
旨
の
分
量
が
多
か

っ
た
た
め
、三
月
例
会
の
報
告
要
旨
は
次
号
に
掲

載
し
ま
す
。
ま
た
、
行
間
・
字
間
が
詰
ま
っ
た
も

の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ご
了
承
く
だ
さ

い
。 
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